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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年６月３０日 ２３時１５分ごろ 

発生場所 山口県大畠
おおばたけ

瀬戸西口 

 大磯灯台から真方位２９４°１６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.２′ 東経１３２°１０.６′） 

事故の概要  貨物船泉
せん

栄
えい

丸は、山口県大畠瀬戸西口を東進中、沖ノ離岩付近の浅

所に乗り揚げた。 

 泉栄丸は、船底外板に凹損を伴う擦過傷を生じたが、死傷者はいな

かった。 

事故調査の経過  平成２７年７月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

貨物船 泉栄丸、４９９トン 

 １３４９２８、株式会社広島シッピング 

 ７５.９２ｍ×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年３月３０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４３年１２月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２５年４月３日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１１月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に凹損を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮流 西流約５ノット

（kn） 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、石炭約１,５３０ｔを積載し、

船長が単独の船橋当直に当たり、手動操舵により約１０.５kn の速力

（対地速力、以下同じ。）で大畠航路第３号灯浮標に向けて北進し

た。 

船長は、大畠航路第３号灯浮標付近に至ったとき、３海里（Ｍ）レ

ンジとして船首方が４Ｍの範囲まで表示できるように設定したレーダ
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ーで大畠瀬戸付近に通航船がいないことを確認するとともに、大畠瀬

戸西口に設置された戒善寺
か い ぜん じ

礁灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）

を航路の中央標識と思い、本件灯浮標の右側約３０ｍ沖に向かう針路

で東進した。 

船長は、本件灯浮標に接近するにつれ、いつもより本件灯浮標から

離れていることに気付いたものの、本件灯浮標の右側を通過するので 

安全に通過できると思い、そのまま約５.５kn の速力で大畠瀬戸西口

を進航していたところ、平成２７年６月３０日２３時１５分ごろドン

ドンという音と振動と共に行きあしが止まり、船体が右舷側に傾いた

ので、本船が沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げたことに気付いた。 

本船は、船長が後進をかけて離礁しようと試みたものの離礁できな

かったので、会社及び海上保安庁に乗り揚げたことを連絡し、会社が

手配したタグボートで引き下ろされた後、山口県柳井市柳井港で船底

調査を実施した結果、運航に支障のない損傷であったことから運航を

再開した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、平成２７年６月１２日に本船へ乗船した。 

船長は、本船乗船以前に２回、本船乗船後に２～３回、大畠瀬戸を

航行していた。 

船長は、約１５年前、大畠瀬戸付近の状況が記載された海図１６３

（大畠瀬戸至室積港）を見た際、指定経路の中央部付近にあった本件

灯浮標を航路の中央標識と思い、大畠瀬戸付近の航路標識や障害物の

所在などを確認せず、その後も海図等で大畠瀬戸付近の水路調査を行

わなかった。 

本船は、大畠瀬戸付近の状況が記載された海図Ｗ１５２（大畠瀬

戸）及びＷ１６３を備え付けていたほか、大畠瀬戸付近の浅所を表示

できるＧＰＳプロッターを装備していた。 

海図Ｗ１５２及びＷ１６３によれば、本件灯浮標は北方位標識であ

り、本件灯浮標の北側に可航水域があることを示している。 

本船の喫水は、船首約３.４７ｍ、船尾約４.６２ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、大畠瀬戸西口を東進中、船長が、水路調査を適切に行って

いなかったことから、本件灯浮標を航路の中央線を示す標識と思い込

み、本件灯浮標の南側に向けて航行し、沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚

げたものと考えられる。 

船長は、本件灯浮標が海図上で大畠瀬戸指定経路の中央付近に記載

されていたことから本件灯浮標を航路の中央線を示す標識と思い込ん
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だものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、大畠瀬戸西口を東進中、船長が、水路調

査を適切に行っていなかったため、本件灯浮標を航路の中央線を示す

標識と思い込み、本件灯浮標の南側に向けて航行し、沖ノ離岩付近の

浅所に乗り揚げたことによって発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・海図等を用いて予定航行海域の水路調査を適切に行うこと。 
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